
第１章 子ども・子育て支援事業計画調整計画策定の概要
子ども・子育て支援事業計画調整計画策定の趣旨

世田谷区子ども・子育て支援事業計画調整計画（案）令和5･6年度【概要版】
別紙１

今後の子ども政策の考え方
(グランドビジョン)

●「調整計画」は、
子どもや子育て家庭をとりまく環境の急激
な変化やコロナ禍の影響により新たに生じ
ている課題に迅速に対応し、現在の後期計
画の取組みを一層加速させる必要があるた
め、「世田谷区未来つながるプラン」と連
動し、次期子ども計画への展望も見据えて
「今後の子ども政策の考え方(グランドビ
ジョン)」をあわせて定める。

子ども・子育て支援事業計画の概要

●子ども施策の基本的な考え方として、令和
２年度から令和６年度までの「子ども計画
(第２期)後期計画」を策定しており、子ど
も・子育て支援法に定める「子ども・子育
て支援事業計画」を内包している。

●「子ども・子育て支援事業計画」は、幼稚
園や保育園等の教育・保育事業とひろば事
業や一時預かり事業等の地域子ども・子育
て支援事業の需要量見込み及び供給体制の
確保の内容、実施時期を定めている。

子ども・子育て支援事業計画の
見直しの背景

●令和２年度以降、育児休業の利用拡大、
テレワークの普及等、コロナ禍の影響もあ
り、子どもと子育て家庭をとりまく環境や
保護者の働き方が急激に変化。
さらに、近年、区の出生数の減少が続いて
おり、今後も、年少人口(０～１４歳)の減
少が見込まれる等、子ども・子育て政策の
背景は大きく変化している。

●ニーズ調査や利用者ヒアリング、世田谷区
将来人口推計、計画の進捗状況及び評価を
踏まえ、「子ども・子育て支援事業計画」
を見直し、令和５・６年度の「子ども・子
育て支援事業計画調整計画(以下｢調整計
画｣)」の案を策定した。

福祉保健常任委員会資料 第４回子ども・子育て会議資料
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第２章 子ども・子育て家庭を取り巻く状況、計画の進捗状況・評価
子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果から推測される子育ての状況

(1)日常的に子どもをみてもらえる親族や友人・知人が
「誰もいない」との回答が半数

→祖父母同居・近居がない世帯に限ると７割前後
・日常的に子どもをみてもらえる親族や友人・知人が、
「誰もいない」と回答した割合は、未就学児55.5%、就学児49.7％

・祖父母同居・近居がない世帯に限ると、未就学児76.1%、就学児69.7％

(2)妊娠中や出産後、周囲の手伝いや声掛けが得にくい状況がある

・妊娠中、身近な方で気にかけてくれた、助けてくれた人は、
「里帰り出産をした際の父母」が30.4%（前回比▲3.9 %）、「近居父
母」が22.7%（前回比▲2.1 %）、「近所の人」が6.9%（前回比
▲3.2 %）と前回調査より下がる。

・出産後、一緒に子育てや家事を手伝ってもらった人は、
「配偶者・パートナー」が79.9%（前回比+5.2%）と上昇した一方、
「遠居の父母」が32.3％（前回比▲3.0％）、「里帰り出産をした際の父
母」が32.0%（前回比▲4.2%）、「近居父母」が20.8%（前回比
▲1.1%）、「父母以外の親族」が12.3%（前回比▲2.4%）、「友人・知
人」が16.6％（前回比▲3.2 % ）、「近所の人」が2.6%（前回比
▲2.2%）、と前回調査より下がる。

(3)子育ての心配事や悩み事の相談先が少なくなっている

・子育てに心配ごとや悩みごとの相談先は、
「配偶者・パートナー」と回答した割合は、未就学児88.6％（前回比
+2.8％）、就学児85.0％（前回比+2.0％）と大きな変化はないが、
「近所の友人・知人」が未就学児18.6％（前回比▲5.3％）、就学児
25.3％（前回比▲3.0％）、
「子どもを介して知り合った友人」が未就学児29.6％（前回比
▲13.0％）、就学児43.2％（前回比▲9.1％）、といずれも前回調査より
下がる。

(4)「子育てが辛い」と感じる保護者ほど
子育ての心配事や悩み事の相談先の数が少ない傾向がある

・子育ての心配ごとや悩みごとの相談先の数と子育てが楽しいと感じるか
とのクロス集計をかけたところ、
未就学児の保護者で「子育てが辛い（どちらかというと辛い、とても辛
い）」と感じているほど、相談先が２個以下と少ない割合が高い。
特に「とても辛い」と回答した保護者は相談先なしが20％を超えている。

・就学児の保護者も「子育てが辛い（どちらかというと辛い、とても辛
い）」と感じているほど、相談先が２個以下と少ない割合が高い。
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０～５歳の人口
平成29年推計値（前回計画策定時）は、令和６年まで45,000人程度を
推移すると推計していた。

しかし、令和２年43,995人（推計値より約1,000人減）、令和３年
42,738人（推計値より約2,000人減）、令和４年40,996人（推計値よ
り約3,500人減）となった。

令和４年人口推計値では、出生数の減少と生産年齢人口の転出超過の
傾向もあり、令和６年には、38,365人となる見込みである。その後も、
減少傾向は継続する見込みで、10年後の令和14年には、35,000人前後
となり、その後も、同水準で推移する見込みである。

資料：世田谷区将来人口推計（平成29年、令和４年／世田谷区）より作成

平成29年（2017年）と令和4年（2022年）の将来人口推計（０－５歳、６－11歳）
６～１１歳の人口
平成29年推計値（前回計画策定時）は、令和４年まで毎年約1,000人
増加し、それ以降も、増加すると推計していた。

しかし、令和２年44,215人（推計値より約200人減）、令和３年
44,903人（推計値より約600人減）、令和４年45,115人（推計値より
約1,200人減）となった。

令和４年人口推計値では、徐々に減少に転じ、令和６年には、44,497
人となる見込みである。10年後の令和14年には、36,000人前後となり、
その後は、35,000人前後で推移する見込みである。
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令和４年度の状況
３～５歳児の９割程度が保育所や幼稚園を利用している一方、０～２
歳児は家庭養育の割合が比較的高く、特に０歳児の7３.３％が家庭で
養育されている。

０歳児から２歳児の状況
１歳児及び２歳児は年々家庭での養育の割合が減り、保育所等の利用
が増える傾向があるが、０歳児の養育状況の変化はあまりみられない。
３，４，５歳児の状況
年々、家庭での養育や幼稚園の割合が減り、保育所等の割合が増える
傾向がある。

■ 乳幼児の養育状況の推移（０～５歳）（世田谷区） ■
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保育待機児童数の推移、認可保育園等の空き状況の推移
令和２年以降、区の保育待機児童は０となっている。一方で、これまでも5歳児の空きは新
規園の開園に伴い発生していたが、特に令和３年は０歳児の空きが増大し、一部の私立保
育園等の運営に影響を及ぼす状況となっている（令和３年、４年共に年度途中入園が進み、
９月時点で0歳児の空きはほぼ解消されている）。

■ 年齢別待機児童数の推移（世田谷区）(各年４月１日現在） ■

資料：世田谷区集計により作成（各年４月１日現在）

■ 認可保育園等の空き状況の推移（世田谷区） ■
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子ども・子育て会議による評価・検証及び課題抽出 素案の段階から本編に記載して
いたが、概要版に追加する

調整計画の策定にあたり、子ども・子育て会議において、
子どもや子育て家庭を取り巻く状況、計画の進捗状況を踏
まえ、以下のとおり、評価・検証及び課題抽出を行った。

(1)０歳児は、在宅で子育てしている家庭が多いという現
状を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画の見直し検討と
あわせて、各事業の運用面での検討も必要である。

(2)子どもの数の現状だけをみて支援や施設を減らすので
はなく、子ども計画に掲げる「子ども主体」、子どもを権
利の主体としてその最善の利益を保障する、という視点で
検討しなければならない。

(3)妊娠期から支援につながる仕組みや保育園等の地域の
子育て施設の充実が図られた一方、コロナ禍で、これまで
のように祖父母や友人等の支援を受けたり、気軽に子育て
施設や相談の場に足を運びにくい状況が重なり、人とのつ
ながりの中での子育てが難しい状況にあることから、日常
的に支援につながるための仕掛けが必要である。

(4)保育待機児童数が０となっているが、依然として希望
する保育施設に入園することができない方や、半径２ｋｍ
以内の保育施設に空きがありながら入園できていない方な
ども一定数存在する。指数の状況から短時間勤務の方が多
いことが想定されるが、このような状況を分析する必要が
ある。また、コロナ禍において、集団保育での感染を恐れ
る気持ちと働きたい気持ちの葛藤を抱えている保護者も多
い点も、考慮する必要がある。

(5)コロナ禍の影響もあり、育児休業を取得する家庭が多
いため、その育児休業中の家庭が一時保育やおでかけひろ
ばを利用する事例が多く、これまで以上に、在宅子育て支
援の重要度が上がっている。
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第３章 今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）

地域社会全体が
子どもと若者の応援団になるための

政策展開が必要
●出生数の減少に歯止めをかけるため、

国・都・区で、様々な支援策を実施。
●さらに、子どもや若者たち一人ひとりが

生き生きと楽しく元気に輝いていること、
失敗しながらも挑んでいけること、
そして、あらゆる地域の大人が子どもや
若者を温かい目で見守り応援しているこ
とが重要。

●個別の支援策にとどまらず、
地域社会全体が子どもと若者の応援団に
なるための政策展開が必要である。

今後の子ども政策の考え方
（グランドビジョン）で目指すまち

●身近な基礎自治体としての理念と役割を
しっかりと刻み、
事業者を含むすべての区民とともに、
「子ども・子育て応援都市」の施策と
地域の力を総動員して、
これらの課題を積極的に解決する。

●子どもや若者、子育て家庭が
「このまちで育ってよかった」と思える
まち、「子ども・若者、Do（ど）真ん
中」を実現するため、「今後の子ども政
策の考え方（グランドビジョン）」を定
める。

子ども・若者、子育て家庭を取り巻く
環境の変化から見えてきた課題

●子どもや若者、子育て家庭を取り巻く環
境に目を向けると、
子ども人口の減少の周辺に改善すべき課
題が見えている。

●コロナ禍の影響もあり、地域の見守りや
支えあいのコミュニティが希薄化し、
乳幼児期の子育て家庭が孤立しがちに
なっている。

追加今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）策定にあたって
『子ども・子育て応援都市宣言(平成27年・2015年)』では、『地域の宝』である子どもたちを
『未来の希望』とするだけでなく『今をきらめく宝』として、子どもの保護者のみならず、すべ
ての地域の大人があたたかく見守る社会をつくることを目指してきた。
23区で初めて制定した『世田谷区子ども条例(平成13年・2001年）』により、子どもの権利条約
に則して、子どもを権利の主体とし、子どもの権利が尊重され、成長段階に応じた環境がある
『子どもが、すこやかに育つことのできるまち』の実現を目指し、世田谷区の子ども・子育て施
策は、妊娠・出産・育児から学齢期の児童・生徒、若者に至るまで、全国をリードしてきた。
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妊娠や出産、子育てが孤立しており、その対応が急務
コロナ禍で、妊娠や出産、子育てが、配偶者やパートナーだけで
行われている現状があり、妊娠期からの「世田谷版ネウボラ※」を
さらに深化させ、すべての子どもと子育て家庭が、日々の暮らし
の身近なところに、地域の人々や子育て支援につながるための場
や機会を充実させることが急務となっている。

子ども・子育て支援を充実する施策展開と効果
出生数の減少は、子育て世代自体が漸減している中で、晩婚化や
晩産化に加え、未婚割合も上昇していること、住居費等の複合的
な要因で推移すると推測。
「子ども・子育て応援都市」の施策を結集して、子ども・子育て
支援を充実する施策展開と効果により、出生数の減少に歯止めを
かけ、子育て世帯の定住や転入につなげる。

出生数の減少による少子高齢社会の進展
国の出生数は、減少の一途を辿っており、令和３年（2021年）は
過去最少。
出生数の減少が続くことは、年少人口の減少を招き、生産年齢人口
も減少させる。高齢人口の増加が続く中、少子高齢社会がますます
進展して、持続可能な社会モデルから逸脱していく危険があり、
区も、同様の兆候がある。

今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）

妊娠期からの子ども・子育て支援の充実
区民にとって分かりやすく、訪ねやすい身近な拠点をつくり、
機能を拡充する必要があるため、親子の居場所での育児相談や産
前産後の母体ケア、離乳食教室等のプログラムを充実する。
０歳から入園前も含めて、在宅で子育てをしている家庭を対象に、
子ども一人ひとりの成長と発達を支える支援を充実させる。
子育て家庭が、児童館の子育て支援やおでかけひろば、拠点園を
含む区立保育園等を有効に使えるように、地域資源につなぐこと
を目的とした新たな産後ケア事業を含む多機能拠点を設けること
や、区民から分かりやすい仕組みづくりに取り組む。

グランドビジョンが目指す子ども政策の一体的な展開
持続可能な地域社会を目指し、「子ども・子育て応援都市」に
ふさわしい妊娠、出産、乳幼児期をシームレスに支える子ども・
子育て支援施策を充実する。
年少人口の減少にあわせて、単に支援や施設を縮小していく方策
を採らずに、妊娠期から低年齢期を含めたすべての子育て家庭を
対象にした子ども・子育て支援施策を拡充することをベースに、
支援や施設ごとに分かれていた施策を総合的な視点で組みかえ、
一体化する方向をめざす。

※「世田谷版ネウボラ」とは、妊娠期から就学前までの子育て家庭を切れ目なく支え
るための、区・医療・地域が連携して相談支援する、顔が見えるネットワーク体制。
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子ども・子育て応援都市宣言

子どもは、ひとりの人間としてかけがえのない存在です。

うれしいときには笑い、悲しいときには涙を流します。感情を素直にあらわ
すのは、子どもの成長のあかしです。子どもは、思いっきり遊び、失敗しなが
ら学び、育ちます。子どもには、自分らしく、尊重されて育つ権利があります。

子どもは、地域の宝です。

大人は、子どもをしっかり見守り、励まし、支えます。地域は、子育て家庭が
楽しく子育てできるように応援します。子どもは、成長に応じて社会に参加し、
自分のできることと役割、みんなで支えあう大切さを学んでいきます。

子どもは、未来の希望です。今をきらめく宝です。

大人は、子どもにとっていちばんよいことを選び、のびのびと安心して育つ
環境をつくります。

世田谷区は、区民と力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地域社会を
築きます。ここに、「子ども･子育て応援都市」を宣言します。

平成２７年３月３日
世田谷区

かつで、区では、「保育待機児童問題」を抱えながら、地域の各所に多くの保育園整備を手がけて
いたさなかに、次のように「子ども・子育て応援都市宣言」をした。

生まれてきた子どもを歓迎し、子どもの保護者のみならず、あらゆる「地域の大人」が子どもたち
の育ちを見守る地域社会をつくることを目指したものが、この宣言の核となる内容である。
子ども・子育て関連施策全体で子ども・子育てを切れ目なく支える政策を再構築することで、
「子ども子育て応援都市」をバージョンアップする。
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◆子どもや若者が、地域社会の中で、多様な活動に主体的に参加して、
自分の意見を安心して表明することができるよう意見形成の支援も含
めた環境をつくる。

◆子どもや若者が主体的に活動する場や機会の充実を図り、地域の人々に
温かく見守られながら、いきいきとのびやかに育ち、社会の一員とし
て尊重される地域社会の実現を目指す。

(1)子どもの権利保障と子どもを中心とした地域づくり
◆まちづくりセンターを単位とする地区の「四者連携」（まちづくりセン

ター・あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会・児童館）を通じて、
日常的に子どもや若者、子育て家庭をあたたかく見守り支えるネット
ワークを緊密にし、包摂した地域コミュニティを活性化させる。

◆子どもや若者、子育て家庭に関わる施設や機関、子育て団体等の社会資
源をつなぎ、子どもや若者、子育て家庭を支援する。

◆これまでの幼児教育・児童福祉分野の施設を必要な再配置をおこない、
教育・保育及び支援の質の確保・向上を前提とした上で、施設・財源と
もに、妊娠期から低年齢期を含めたすべての家庭を対象とした子ども・
子育て支援に重点的に振り向け、多世代交流を含めた地域や人とのつな
がりの回復に資する等、包括的に強化する。

◆子ども・子育て関連施策をわかりやすく可視化し、シームレスな仕組み
に向上させる。

◆児童相談所と子ども家庭支援センターが役割分担のもと協働する「のり
しろ型」支援を継続する。地域のネットワークの中で、虐待の兆候を捉
え、早期に対応する。子どもの権利を尊重し、保護者も丁寧に支援し、
虐待予防と困難な養育環境にある親子の再統合に向けた支援に取り組む。

◆社会的養護が必要となった子どもが、家庭と同様の環境で養育されるよ
う、里親の拡充と支援を強化する。さらに、児童養護施設や里親のもと
から自立していく若者支援のための「フェアスタート事業」を拡充する。

◆妊娠期から就学前までを切れ目なく支えるために、区・医療・地域
が連携しながら、相談や子育て支援等に取り組み、顔が見える
ネットワークの中で「世田谷版ネウボラ」を展開している。

◆すべての子育て家庭が、妊娠期から孤立することなく、日々の暮ら
しの身近なところで、地域の人々や子育て支援につながりながら、
安心して暮らせるよう、国の出産・子育て応援事業や都の事業も
十分に活用しながら、妊娠期からの子ども・子育て支援を充実さ
せ、「世田谷版ネウボラ」をより伴走型に深化させる。

◆「ネウボラ・チーム（地区担当保健師、母子保健コーディネー
ター、子育て応援相談員）」に地域子育て支援コーディネー
ターを加えて体制強化を図るとともに、妊娠期面接、乳児期家
庭訪問、産後ケア等の事業の専門性の維持・向上に取り組む。

◆居住地により身近な距離（ベビーカーや子どもが歩いて15分）
にある「おでかけひろば」が「まちのおうち機能（実家のよう
なもう一つの家）」を担うことを目的に、更なる支援や場を充
実する。

◆在宅で子育てしている０歳児から２歳児の家庭が多いという現
状を踏まえ、低年齢期に焦点をあてた新たな産後ケア事業を含
む多機能拠点の整備を検討する。

(3) すべての子育て家庭が、日々の暮らしの身近なところで、
人や支援につながるためのサポートの充実（世田谷版ネウボラの深化）

(2)地域や人とのつながりの回復に向けた
日常的な見守りネットワークの強化

(4)子ども・子育て支援の基盤整備
（教育・保育及び支援の質の向上と機能転換・拡充）

(5)セーフティネットの強化
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【拡充】出産費助成

今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）
妊娠期 出産 産後～１歳 ～６歳 就学～

児童館
区民にとってわかりやすく、訪ねやすい地区の身近な拠点ための機能拡充

≪地区の身近な相談や見守りの中核≫

おでかけ
ひろば

「まちのおうち機能（実家のようなもう一つの家）」を担うための機能拡充
≪日々の生活を基本とした子育て支援≫

産後
ケア事業

産後ケア事業を含む多機能拠点の整備の検討

保育施設

ネウボラ・チーム
子ども家庭支援センター

健康づくり課

専門性を活かした産前産後支援の充実 ≪就学前の子どもの育ちのセーフティネット≫

緊急保育、一時保育、拠点園でのほっとステイ

幼稚園

区立保育園 46園→39園
多様な子ども

関連施設
障害児支援、放課後

児童健全育成事業、

不登校特例校等

地域子育て支援
コーディネーター

子ども・子育て支援の基盤整備
（機能転換・拡充）

【新規】ほっとひと息事業(レスパイト事業)

【拡充】子育て支援館（5か所→全館）、産前産後のセルフケア事業、専門職と連携した育児相談等
【新規】（仮称）「ようこそ児童館へ」事業、ピアサポーターによる多胎児支援事業

【拡充】区立保育園での専門職による育児相談等の実施、私立保育園での育児相談等の推進
【拡充】区立保育園での体験保育や離乳食、沐浴等講座の充実

68か所→80か所

25か所→33か所

8園→5園
インクルーシブ教育・保育
区立幼稚園

【拡充】両親学級の充実母子保健事業

産後ケア事業の更なる充実
1か所→2か所【拡充】ショートステイ型の拡充

【新規】アウトリーチ型の実施

※ベビーカーや子どもが
歩いて15分（500ｍ）

すべての子育て家庭が、日々の暮らしの身近なところで、
人や支援につながるためのサポートの充実

（世田谷版ネウボラの深化）

【新規】出産・子育て応援ギフト
【拡充】伴走型相談支援体制の強化

【新規】バースデーサポート事業
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すべての子育て家庭が、日々の暮らしの身近なところで、人や支援につながるためのサポートの充実（世田谷版ネウボラの深化）

地域

地区

児童相談所

〈一次予防〉児童館 子育て支援館
≪地区の身近な相談や見守りの中核≫

【拡】R4 25か所→R16 33か所、子育て支援館（R4 5か所→全館）
産前産後のセルフケア事業、専門職と連携した育児相談等

【新】（仮称）「ようこそ児童館へ」事業
ピアサポーターによる多胎児支援事業

〈一次予防〉おでかけひろば
≪日々の生活を基本とした子育て支援≫

【拡】R4 68か所→R8 80か所 児童館の整備後(R16)88か所
【新】ほっとひと息事業(レスパイト事業)

〈一次予防〉保育施設
≪就学前の子どもの育ちのセーフティネット≫
【拡】区立保育園の専門職による育児相談等の実施

私立保育園による育児相談等の推進
【拡】区立保育園の体験保育や離乳食、沐浴等講座
の充実

ネウボラ・チーム
子ども家庭支援センター

健康づくり課
地域子育て支援

コーディネーター

妊娠期から孤立することなく、日々の暮らしの身近なところで、
地域の人々や子育て支援につながりながら、安心して暮らせることを目指す

全区
〈二次予防〉産後ケア事業

【拡】ショートステイ型の拡充（1か所15室→2か所17室）
【新】アウトリーチ型の実施

産後ケア事業を含む多機能拠点
の整備の検討

日々の暮らしの身近なところ
※ベビーカーや子どもが
歩いて15分（500ｍ）に整備

「まちのおうち機能（実家の
ようなもう一つの家）」を担

うための機能拡充

区民にとって分かりやすく、訪ねやすい
地区の身近な拠点のための機能拡充

母子保健事業
【拡】両親学級の充実
・児童館を活用した地域展開
・地域資源へのつなぎの強化
【拡】妊活オンライン相談・
普及啓発事業

伴走型相談支援体制の強化
【拡】ネウボラ・チームの体制強化
【新】出産・子育て応援事業、

バースデーサポート事業
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第４章 調整計画の策定の基本的考え方
1 ⃣ 目指すべき姿と３つの視点

調整計画の策定にあたっては、子ども計画（第２期）後期計画（令和２～６年度）の「目指す
べき姿」である「子どもがいきいきわくわく育つまち」、基本コンセプトの「子ども主体」、 子
どもを権利の主体としてその最善の利益を保障することを実現するための「つなぐ・つながる」、
「参加と協働」、「地域の子育て力」の３つの視点、４つの重点政策を継承する。

世田谷区子ども計画（第２期）後期計画（令和2～6年度）で定めた目指すべき姿

子ども主体※を実現するための３つの視点

つなぐ・つながる

※子どもを権利の主体としてその
最善の利益を保障すること参加と協働 地域の子育て力

重点１子どもが地域の中で
自ら生きる力を育むことを
支えます

重点２妊娠期から地域の中
で子育てを楽しめるよう子
育て家庭を支えます

重点３基盤の整備と質の確
保・向上により子どもと子
育て家庭を支えます

重点４緊急対応の着実な運用により 子どもの命と権利を守り、
その後の地域生活を支えます

目指すべき姿「子どもがいきいきわくわく育つまち」
すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わりや多様な体験の中で、

本来もっている力を存分に発揮し、喜びをもって健やかに育っていきます。

13



①子ども・若者が意見を表明しやすい環境づくりと
地域社会への参加・参画の推進

●子どもや若者を対象とした施策の策定や実施、評価にあたり、
その対象となる子どもや若者、保護者等の意見を反映したり、
フィードバックするための場や機会、手法等の検討と、子ども・
若者の参加・参画の取組みの拡充

●子どもや若者の意見を言いやすい環境づくり、子どもの意見形成
や意見表明を支える大人（ファシリテーターやサポーター）の育
成

●地域の中で子どもや若者が主体的に活動する場や機会の充実を図
るため、子どもや若者が運営・企画する活動の場や機会の拡充と
支援

●日常を過ごす場で子どもが安心して思っていることを言える環境
を整えるために、子どもに関わるすべての大人が、子どもの権利
をしっかりと認識し、子どもの声を受け止め、思いを尊重し、共
に考えることができるよう、大人への意識の醸成のための広報・
啓発の一層の充実

２ ⃣ ４つの重点政策の更なる取組み

重点政策１ 子どもが地域の中で自ら生きる力を育むことを支えます

「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を踏まえ、子ども計画（第２期）後期計画（令和
２～６年度）に掲げる４つの重点政策ごとに更なる取組みを進める。

②すべての子どもが地域で豊かな体験を重ね、
力を発揮できる場や居心地よく安心して過ごせる場を

身近にもてる環境づくり
●子どもを中心とする放課後等の過ごし方について、区や保護者、地域と
の関わりの中での多様な居場所づくりやつながる仕組みを検討し、子ど
も自らが、その時々のニーズにあわせて、放課後等の居場所を選び、遊
び、成長することができる環境の充実

●児童館の閉館後や休館日を活用した中高生の活動や地域の団体による子
ども・子育て支援、学習支援の場の充実

●生活困難を抱える子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた多様な居場
所の確保

●ヤングケアラーの早期発見と適切な支援へつながる仕組みづくり

●保育施設や幼稚園、新BOP学童クラブ等でのインクルーシブなプログラ
ムや合理的配慮の実施、職員等のスキル向上のための専門職の助言の仕
組みづくり、障害に対する理解を深めるための取組みの実施

●不登校児童・生徒の実態に合わせた教育課程を編成した不登校特例校等
の整備
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重点政策２ 妊娠期から地域の中で子育てを楽しめるよう子育て家庭を支えます

①日々の暮らしの身近なところで、すべての子育て家庭が人や支援につながるための
妊娠期からの子育て支援の充実(世田谷版ネウボラの深化)

●妊娠期から就学前までの子育て家庭を切れ目なく支えるた
めに、区・医療・地域が連携しながら、相談や子育て支援
等に取り組み、顔が見えるネットワークの中で、「世田谷
版ネウボラ」を展開

すべての子育て家庭が、妊娠期から孤立することなく、地
域の人々や子育て支援につながりながら、安心して暮らせ
るよう、国の出産・子育て応援事業や都の事業も十分に活
用しながら、日々の暮らしの身近なところに、産前産後か
らの子育て支援を充実させ、「世田谷版ネウボラ」をより
伴走型に深化

●「ネウボラ・チーム（地区担当保健師、母子保健コーディ
ネーター、子育て応援相談員で構成）」に、地域子育て支
援コーディネーターを加え、伴走型相談支援を強化

●国の出産・子育て応援交付金事業を活用した経済的支援と
して、新たに「ネウボラ面接(妊娠期面接)」受けた妊婦に
出産応援ギフトを、「乳児期家庭訪問事業」を受けた家庭
に子育て応援ギフトの給付を開始

●両親学級における支援の充実として、児童館を活用した地
域展開や、妊娠期からの地域資源へのつなぎを強化

●子どもが１歳を迎える時期に、子どもの成長に合わせた情
報提供やアンケートを実施し、育児パッケージを配付する
「バースデーサポート事業」を開始

●おでかけひろば(児童館の子育てひろばを含む)をより身近
な場所(ベビーカーや子どもが歩いて15分)に整備

（令和4年度 68か所→令和8年度 80か所※）
※各地区に児童館整備完了時88か所（令和16年度）

「ほっとひと息事業(レスパイト事業)」の実施

●児童館の「子育て支援館」をすべての児童館に展開
（令和4年度 5か所→令和16年度 33か所）

「(仮称)ようこそ児童館へ」事業の実施、ピアサポーター
による多胎児支援事業の実施、産前産後セルフケア事業の
拡充等

●保育の質の確保を前提とした上で、区立保育園での健康、
発達や食事等についての専門職による育児相談等の実施、
体験保育や離乳食、沐浴等の講座を充実、私立保育園にお
ける育児相談等の推進

等
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③一時預かり事業の拡充
●保育施設における理由を問わない一時預かり事業の拡充

●一時預かり事業が、子育て負担を軽減する目的での利用が可能で
あることの周知、及び地域社会に向けた子育て支援の必要性に関
する啓発

④地区の見守りネットワークから
日常的に支援につながる仕組みづくり

●子ども家庭支援センターや健康づくり課、地域子育て支援コー
ディネーター、保育園や幼稚園、おでかけひろば等の子ども関連
の機関や施設、福祉の相談窓口（まちづくりセンター、あんしん
すこやかセンター、社会福祉協議会）、地域の団体や人々が、有
機的につながれるよう児童館を中核とした日常的に子どもや子育
て家庭をあたたかく見守り支えるネットワークの連携強化

②妊娠を希望する区民への支援と出産への支援
●不妊治療に悩んでいたり、将来子どもを持ちたいと思っている区民
へ、専門職（不妊症看護認定看護師等）によるオンライン相談と、
妊娠・出産の正しい知識や、将来の妊娠のための健康管理（プレコ
ンセプションケア＊）、不妊（男性不妊を含む）の正しい知識等に
関する普及啓発事業を実施

＊プレコンセプションケア・・・プレは「～の前の」、コンセプションは「受精・懐
妊」で、プレコンセプションケアは「妊娠前の健康管理」という意味。ＷＨＯは、
「妊娠前の女性やカップルを対象として、医学的・行動学的・社会的な保健介入を行
うこと」と定義している。

●現行の第３子出産費助成制度について、対象を第１子に拡大し、す
べての出産に対して、児童1人につき一律５万円の出産費助成金の
支給を実施（所得制限なし）

⑤子ども・子育て支援に関する分かりやすい情報の発信
●子どもや子育て支援に関する情報を可視化し、区民に分かりやすく
発信
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①地域で安心して暮らすことができるための環境整備
と支援の充実

●訪問型などの産後ケア事業の更なる充実、緊急保育等の充実

②家庭養育を優先した社会的養護の推進
●里親養育の支援の充実、児童養護施設の小規模地域分散化、子
どもの意見表明に関する仕組みの整備

重点政策３ 基盤の整備と質の確保・向上により子どもと子育て家庭を支えます

重点政策４ 緊急対応の着実な運用により 子どもの命と権利を守り、その後の地域生活を支えます

①子ども・子育て支援の基盤整備
（教育・保育及び支援の質の向上と機能転換・拡充による更なる支援の充実）

●おでかけひろば（児童館の子育てひろばを含む）をより身近な
場所（ベビーカーや子どもが歩いて15分）に整備
（令和4年度 68か所→令和8年度 80か所※）

※未整備児童館完了時 88か所（令和16年度）（再掲）
●地区において子どもにかかる身近な相談や見守りの中核の役割
を担うため、児童館を未整備地区に順次開設
（令和4年度 25館→令和16年度 33館）

●区立保育園は、園児に限らず就学前の子どもの育ちのセーフ
ティネット、計画的な再整備の実施
（令和4年度 46園→令和16年度 39園）

●区立幼稚園は、インクルーシブな教育・保育を推進、3歳児保育
の実施（令和4年度 8園→令和10年度以降 各地域に1園）

●乳幼児教育支援センターを中心に「教育・保育実践コンパス」
や「保育の質ガイドライン」を活用しながら、教育・保育の質

の確保・向上に向けた取り組みを充実し、子どもたちが、区立
や私立を問わず、すべての教育・保育施設で、質の高い教育・
保育を受けることができる環境を構築

●低年齢期に焦点をあてた産後ケア事業を含む多機能拠点の整備
の検討

②子育て家庭のニーズに沿った多様な受け皿の確保

●保育施設における理由を問わない一時預かり事業の拡充
（再掲）

等
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(1)教育・保育事業（表中のカッコ内は、これまでの計画数値）
１号認定及び２号認定のうち「幼児期の学校教育の希望が強い」
→幼稚園及び認定こども園
ニーズ調査の結果、確保量が需要量を上回っている一方で、3歳以降も「左記以
外（保育の希望が強い方）」の需要が比較的高いことから、幼稚園による一時預
かりの拡充をすすめる。また、次期子ども計画以降、区立幼稚園等は、地域の教
育・保育の拠点として集約化（8園→5園）を行うとともに、引き続き、配慮を要
する児童のニーズに対応するなどインクルーシブな教育・保育の推進に取り組む。

２号認定のうち「左記以外(保育の希望が強い方)」及び３号認定の方
→保育所、認定こども園保育時間利用、地域型保育事業等
ニーズ調査結果には、保育利用に対する潜在需要が多く含まれているため、特に
影響の大きい3号認定（0歳児及び1-2歳児）については、実態に即し、需要量見
込みを見直す。

(人）

8,004 2,271 8,552
6,714
(7,982)

1,937
(2,326)

7,674
(8,606)

6,390
(7,960)

1,908
(2,381)

7,632
(8,700)

1,621
(1,947)

6,476
(7,362)

1,633
(1,959)

6,477
(7,392)

1,633
(1,971)

6,477
(7,422)

89
(86)

274
(253)

89
(86)

269
(253)

89
(86)

269
(253)

323
(368)

968
(1,034)

314
(368)

948
(1,034)

308
(368)

946
(1,034)

2,033 7,718 2,036 7,694 2,030 7,692

9 29 3 -24 -6 -2

３号
認定
0歳

３号
認定

1-2歳

令和５年度（R6.4.1時点） 令和６年度（R7.4.1時点）

１号
認定

２号認定

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

左記
以外

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

左記
以外

令和４年度（R5.4.1時点）

１号
認定

３号
認定
0歳

３号
認定

1-2歳

１号
認定

２号認定

1,781
(1,781)

10,980
(11,687)

1,781
(1,781)

10,980
(11,735)

1,958
(1,781)

10,957
(11,639)

1,851
(2,894)

11,156
(11,135)

1,762
(2,885)

10,618
(11,105)

３号
認定
0歳

３号
認定
1-2歳

幼児期の

学校教育

の希望が

強い

左記
以外

2,901 11,164

636
(636)

636
(636)

636
(636)

9,865
(10,165)

9,665
(10,165)

9,865
(10,165)

247
(333)

247
(333)

259
(333)

7
(10)

7
(10)

7
(10)

123 11 -200 00 84

12,582 11,234 12,382 11,23412,459 11,223

確
保
の
内
容

②特定教育・保育施設

③新制度に移行しない幼稚園

④区外利用－区内利用

⑤地域型保育事業所

⑥認可外保育施設

⑦確保総計

⑧前年度比

①需要量見込み

２号認定

第５章 需要量見込み及び確保の内容と実施時期
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（2）子ども・子育て支援事業（表中のカッコ内は、これまでの計画数値）

１）利用者支援に関する事業

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

基本型・特定型
（ヶ所）

11 11
(11)

11
(11)

11
(11)

11
(11)

11
(11)

母子保健型（ヶ所）
5 5

(5)
5

(5)
5

(5)
5

(5)
5

(5)

令和６年度

利用者支援に関する事業

令和５年度令和４年度

利用者支援事業は、地域において、緊密に連携し、ネットワークによる相談支援を実施している。令和５年度以降も現行の事業量
（実施体制）を維持しつつ、ネウボラ・チーム（地区担当保健師、母子保健型（母子保健コーディネーター）、特定型（子育て応援
相談員））に、基本型（地域子育て支援コーディネーター）を加え、伴走型相談支援の体制を強化する。
・基本型：おでかけひろばのうち各地域１か所（５か所）に地域子育て支援コーディネーターを配置、センター機能を担う１か所を加えた計６か所で実施

・特定型：各総合支所子ども家庭支援課（５か所）に子育て応援相談員を配置して実施

・母子保健型：各総合支所健康づくり課（５か所）に母子保健コーディネーターを配置して実施

２）延長保育（時間外保育事業）
ニーズ調査結果に基づく需要量見込みが大幅に減っている点については、コロナ禍の影響が見込まれるが、希望する保護者が延長保
育を利用できるように現在の事業量を維持する。

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人）
4,745 5,559

(5,736)
1,969

(4,754)
5,579

(5,776)
1,912

(4,770)
5,579

(5,816)

令和６年度

延長保育（時間外保育事業）

令和４年度 令和５年度

※コロナ禍の影響等により、令和2年度、3年度の利用実績は、コロナ以前と比べ、約５～6割程度となっている。
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３）一時預かり事業
幼稚園等に通園する児童を対象とした「幼稚園による一時預かり」は、令和６年度の需要量見込みに対し、令和４年度の実績見込み
との差を２年間で解消することを目指し、幼稚園独自の預かり保育事業や一時預かり事業（幼稚園型）、区独自の預かり事業等の拡
充により確保する。
「その他の一時預かり」は、ほっとステイと保育所等での一時保育の「一時預かり」と「ファミリー・サポート・センター事業」を
あわせて確保することにしており、令和６年度の需要量見込みに対して、保育所等での一時保育の拡充を中心に、確保する。

４）ファミリー・サポート・センター事業〔就学児〕（子育て援助活動支援事業）

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人日）
45,585 3,940

(14,868)
37,766
(45,687)

8,654
(15,655)

37,200
(45,769)

13,367
(16,442)

令和４年度 令和６年度

ファミリー・サポート・センター事
業＜就学児＞（子育て援助活
動支援事業）

令和５年度

ニーズ調査結果に基づく需要量見込みは、潜在需要を含んでおり、令和2年度、3年度の利用実績は、利用会員登録者のうち月利用者の割
合が１割程度であることから、利用実績及び需要量の見込みを踏まえて事業量を確保する。

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

幼稚園による一時預か
り

（人日）
545,510 412,000

(490,343)
495,320
(544,077)

441,709
(516,455)

471,418
(542,568)

471,418
(542,568)

一時預かり（人日） -
195,900
(206,780)

-
208,820
(218,840)

-
218,780
(231,800)

ファミリー・サポート・
センター事業（人日）

-
25,000
(39,446)

-
30,000
(41,806)

-
32,360
(44,166)

合計（人日）
263,458 220,900

(246,226)
255,314
(264,736)

238,820
(260,646)

249,947
(266,810)

251,140
(275,966)

その他の一時預かり

一時
預か
り
事業

令和４年度 令和５年度 令和６年度
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低学年（1～3年生）については、定員を設けることなく条件を満たしている児童の受け入れを行っている。今後も、民間事業者の誘
致も含め、各年度の需要量見込みに対応していく。また、配慮が必要な児童に対しては、６年生まで実施する。

５）学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

低学年（人）
7,378 8,400

(7,378)
8,257

(7,345)
8,257

(7,345)
8,044

(7,281)
8,044

(7,281)

令和６年度令和４年度

学童クラブ事業
（放課後児童健全育成事業）

令和５年度

６）ショートステイ事業（子育て短期支援事業）
育児不安等を解消し児童虐待予防のための支援をする機能も担っており、時期を逃さず適切に利用へつなげる必要があるため、令和4
年度の実績を踏まえた事業量を確保する。

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人日）
1,782 3,669

(4,399)
1,169

(1,996)
3,765

(4,495)
1,240

(2,236)
3,861

(4,495)

令和６年度

ショートステイ事業
(子育て短期支援事業）

令和５年度令和４年度

７）養育支援訪問事業
利用実績及び需要量の見込みを踏まえて事業量を確保する。

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（件）
282 320

(282)
294

(294)
294

(294)
306

(306)
306

(306)

委託事業者数 -
29

(29)
-

29
(29)

-
29

(29)

令和６年度

養育支援訪問事業（養育困難
家庭ホームヘルパー訪問事
業、さんさんプラスサポート）

令和５年度令和４年度
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「ベビーカーや子どもが歩いていける距離（15分）」の面的整備を目指し、次期子ども計画の期間を含めて80ヶ所程度を確保する。
８）ひろば事業（地域子育て支援拠点事業）

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人日）
449,518 398,210

(428,210)
413,210
(452,262)

413,210
(443,210)

428,210
(456,509)

428,210
(458,210)

（ヶ所）
78 68

(74)
71

(79)
71

(77)
74

(80)
74

(80)

令和４年度 令和５年度 令和６年度

ひろば事業
（地域子育て支援拠点事業）

９）病児・病後児保育事業
需要量見込みの伸びを勘案し、現在の事業量（施設数と定員数）を維持する。

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人日）
24,800 26,100

(26,100)
25,222
(26,390)

26,100
(26,400)

25,233
(28,022)

26,100
(28,500)

令和６年度令和５年度

病児・病後児保育事業

令和４年度

10）乳児期家庭訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人）
7,386 6,701

(7,386)
6,542

(7,440)
6,542

(7,440)
6,441

(7,505)
6,441

(7,505)

委託訪問指導員（人） -
54

(41)
-

54
(41)

-
54

(41)

嘱託訪問員（人） -
5

(5)
-

5
(5)

-
5

(5)

令和４年度 令和５年度 令和６年度

乳児期家庭訪問事業
(乳児家庭全戸訪問事業）

令和4年度の実績見込み数である委託訪問指導員、嘱託訪問員あわせて59人の体制を維持する。

現在の都内契約医療機関で実施する体制により、充足できている。引き続き、現行体制を維持する。
11 ）妊婦健診事業

需要量見込み 実績（見込） 需要量見込み 確保の内容 需要量見込み 確保の内容

（人） 7,005
都内契約医療
機関にて実施

6,839
(7,896)

都内契約医療
機関にて実施

6,734
(7,965)

都内契約医療
機関にて実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度

妊婦健診事業
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